
1 

 

職首発 0330 第１号 

職建発 0330 第１号 

令和４年３月 30 日 

 

都道府県労働局職業安定部長 殿 

 

厚生労働省職業安定局 

 総 務 課 首 席 職 業 指 導 官 

雇用開発企画課建設・港湾対策室長 

 

 

公共職業安定所における「建設キャリアアップシステム」の周知等について 

 

 標記については、令和 3 年 7 月 15 日付け職首発 0715 第 1 号、職建発 0715 第 1 号

「公共職業安定所における「建設キャリアアップシステム」の周知等について」によ

り、人材確保対策コーナーを中心とした公共職業安定所（以下「安定所」という。）に

おける周知等について依頼したところであるが、これまでの取組状況なども踏まえ、

令和 4 年度における取組方針を通知するので、下記に留意のうえ、業務運営に遺漏の

ないようお願いする。 

 

記 

 

１ 建設キャリアアップシステムの運用状況等について 

（１）制度概要（【別添１】を参照） 

   建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）は、①技能者（建設

現場の職人）の就業履歴や保有資格等を業界横断的に蓄積し、②適正な評価と処

遇改善につなげる仕組として、平成31年4月に本格運用が開始された。本制度は、

国土交通省が所管し、ＣＣＵＳの関連施策となる「技能者の能力評価制度」、「技

能者を有する専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度」（以下「施工能力等

の見える化評価」という。）と併せて、建設業界を挙げて推進する取組である。 

技能者の能力評価制度は、ＣＣＵＳに蓄積された技能者の経験（就業日数）、知

識・技能（保有資格）、マネジメント能力（職長経験等）などに応じて、技能レベ

ル（レベル１から４まで）に応じた能力評価基準を分野別に定め、技能者の適正な

評価と処遇改善につなげるものである。 

また、施工能力等の見える化評価により、施工能力等で高い評価（評価は星１つ

から４つまで）を受けた企業が受注機会を増やすことにより、雇用する技能者の処
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遇改善に結びつけるものである。 

（２）制度の運用状況 

   ＣＣＵＳの技能者登録者数は約 83 万人（令和 4年 2月末実績）となり、技能者

全体の約 26％と、技能者の 4人に 1人が利用する水準まで登録が進んできた。 

   また、ＣＣＵＳの事業者登録者数は約 16 万事業者（令和 4年 2月末実績）と着

実に増加している。 

（３）建設業退職金共済制度との連携の重要性 

   ＣＣＵＳは技能者の就業履歴や保有資格等を蓄積し、技能者の処遇改善を図る

ことを目的とするが、この点、技能者の退職金制度を整備することで技能者の福

祉の増進を目指す建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）と共通の目的

を有するものである。 

   建退共の掛金納付の根拠となる技能者の就労実績については、ＣＣＵＳに蓄積

される就業履歴を活用することで、的確な掛金納付が図られ、さらなる技能者の

処遇改善が期待される。このため、建退共の運営団体である（独）勤労者退職金共

済機構 建設業退職金共済事業本部では、令和 3年度よりＣＣＵＳデータを活用し

た電子申請方式を積極的に推進しているところである。 

   ＣＣＵＳと建退共の連携については、事業者や技能者にとっても、ＣＣＵＳ登

録のメリットと認知されており、両制度の連携は大変重要である。 

（４）制度周知の必要性 

   下記５（１）のとおり、安定所の利用者の制度認知度については、求人者、求職

者ともに低い状況であり、特に、安定所を利用することが多い小規模事業者や、建

設業勤務経験のない求職者に対しては、積極的な周知が必要である。 

   また、今後、制度を安定的に推進するためには、技能者登録者数、事業者登録者

数を増加させることが重要であり、制度を認知していない事業者等への一層の周

知が必要である。 

   さらに、ＣＣＵＳと建退共について、一体的に安定所の求人者、求職者に周知

することにより、技能者の処遇改善に向けた総合的な環境整備に対する理解を深

めることも意義がある。 

 

２ 雇用管理指導援助の場面等におけるＣＣＵＳの周知等について 

  労働局及び安定所が行う建設事業主への雇用管理指導援助の場面等においては、

引き続き、リーフレット【別添２－１】を活用してＣＣＵＳを周知するなど、建設労

働者の雇用改善の取組に活用すること。 

  また、令和 3年度においては、労働局、安定所、都道府県建設業協会、都道府県、

地方整備局等が参画する「建設雇用改善推進対策会議」の場において、職業安定部

長から、下記３の安定所における取組を説明した労働局があったが、同会議におい
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て安定所の取組などを説明することは有意義であるため、令和 4 年度においては、

同会議の場や、建設事業主、建設事業主団体との意見交換の場などにおいて、下記

３の安定所の取組に加え、建設関係助成金の新規コース（ＣＣＵＳ等普及促進コー

ス）【別添４】について、積極的に説明し意見交換を行うこと。 

 

３ 人材確保対策コーナー等におけるＣＣＵＳの周知等について 

  令和 3 年度に引き続き、安定所（特に人材確保対策コーナー）において、下記５

の「令和 3 年度における取組状況」も参考とし、以下の取組を積極的に実施するこ

と。 

（１）求人者に対する対応 

  ア．ＣＣＵＳを認知していない建設事業主への周知 

    ＣＣＵＳを認知していない建設事業主を把握した場合は、建設事業主向けの

リーフレット【別添２－１】及び下記４（２）に示す建退共周知リーフレット

（事業主向け）【別添３－１】を活用してＣＣＵＳ等を周知するとともに、当該

建設事業主に対して、求職者にＣＣＵＳ登録済み事業者求人への応募勧奨を行

っている旨を案内すること。 

    また、当該建設事業主に対し、リーフレットに記載するＣＣＵＳ制度の運営

団体である「一般財団法人建設業振興基金」（以下「振興基金」という。）を案内

すること。 

  イ．ＣＣＵＳ登録済み事業者への求人票の作成支援 

    ＣＣＵＳ登録済み事業者から求人が申し込まれた場合には、当該求人の「求

人に関する特記事項」欄に、ＣＣＵＳに係る取組を記載するよう助言すること。 

    ＜記載例＞ 

     ・ 建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）登録事業者です。 

     ・ ＣＣＵＳに登録し、技能者の処遇改善に努めています。 

     ・ ＣＣＵＳ能力評価のレベルに応じ、技能者を適正に評価し処遇改善を

図っています。 

     ・ 施工能力等の見える化評価で「★４つ」取得しています。 

    併せて、事業所ＰＲシートの登録を勧奨するなど、求職者への訴求力が高ま

るような事業所情報（画像情報を含む）を幅広に収集するよう努めること。 

（２）求職者に対する対応 

  ア．建設業を希望する求職者等への周知 

    建設業への就職を希望する求職者や、建設業に関心を示す求職者に対し、求

職者向けのリーフレット【別添２－２】及び下記４（２）に示す建退共周知リー

フレット（求職者向け）【別添３－２】を活用して、建設業界を挙げて労働者の

適正な評価・処遇改善や魅力ある労働環境づくりに取り組んでいること等を周
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知すること。 

    また、令和 4 年度においては、必要に応じ、求職者向けセミナーの場などを

通じて、建設業への就職を希望あるいは関心を示す求職者以外の求職者に対し

ても、建設業界を挙げてＣＣＵＳを推進していること等を周知すること。周知

の際、リーフレットよりも詳細な制度概要資料が必要な場合は、本省建設・港湾

対策室まで連絡いただきたい。 

  イ．ＣＣＵＳ登録済み事業者求人等への応募勧奨 

    ＣＣＵＳ登録済み事業者や、施工能力等の見える化評価で星（★）を取得し

ている事業者は、労働者の適正な評価・処遇改善や、魅力ある労働環境づくりに

取り組んでいる事業者であることから、建設業への就職を希望する求職者に対

し、当該事業者の求人情報を提供し、応募を勧奨すること。 

    なお、今後、ＣＣＵＳ登録済み事業者や、施工能力等の見える化評価で星（★）

を取得する事業者が増加すると考えられることから、令和 4 年度においては、

上記（１）イの取組と相まって、当該事業者への求人の応募勧奨をより積極的に

行うこと。 

（３）高卒用求人票でのＣＣＵＳ登録事業者等のＰＲ等 

   ＣＣＵＳ制度は、今後建設業を担う者に対する周知も重要であることを踏まえ、

本年 6 月から安定所での受付が始まる令和 5 年度 3 月新規高等学校卒業者に係る

求人票において、ＣＣＵＳ登録事業者であることなどをＰＲすることを徹底する

ことも必要である。 

   このため、高卒求人を提出するＣＣＵＳ登録事業者が、ＣＣＵＳ登録事業者で

あることなどを確実に求人票特記事項欄に記載するよう、振興基金において、建

設事業主団体を通じて周知を図ることとしているので、安定所において承知いた

だきたいこと。 

   なお、振興基金では、団体の事業を通じて、全国の工業高校等の教員、生徒に対

し、建設業の仕事の内容や魅力を伝えるための冊子を配付しており、その冊子に

ＣＣＵＳの制度概要を掲載し、工業高校等の教員、生徒に対し、ＣＣＵＳ制度を理

解してもらうよう取り組んでいること。 

 

４ 周知用リーフレットについて 

（１）求人者用、求職者用リーフレット 

   ＣＣＵＳ周知用リーフレット【別添２－１】及び【別添２－２】については、令

和 3年度と同様に、振興基金から、各労働局及び安定所（配付内訳は【別添５】を

参照）あて、令和 4 年 4 月 20 日以降に直接発送される予定であること。 

   なお、昨年 7 月に発送しこれまで活用しているリーフレットは内容を改訂した

ため、令和 4年度においては、これまで活用しているリーフレットは廃棄のうえ、
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あらためて発送される改訂版リーフレットを活用すること（【別添２－１】及び【別

添２－２】は改訂版リーフレットである。改訂後のリーフレットが届くまでの間

は改定前のリーフレットを活用いただきたい）。 

（２）建退共の周知用リーフレット 

   上記１（３）及び（４）のとおり、ＣＣＵＳと建退共の連携は重要であり、安定

所の求人者、求職者に対し、両制度を一体的に周知することに意義があることか

ら、令和 4年度においては、上記（１）のＣＣＵＳ周知用リーフレットとともに、

建退共周知リーフレット（事業主向け）【別添３－１】及び（求職者向け）【別添３

－２】を周知いただきたいこと。 

   なお、建退共の周知用リーフレットについては、ＣＣＵＳ周知用リーフレット

と一緒に、振興基金から各労働局及び安定所あて発送すること。 

（３）その他 

   上記（１）及び（２）のリーフレットは令和 4 年度中の周知に活用するものと

して配付するが、不足が生じる場合は、本省建設・港湾対策室まで連絡いただきた

い。 

 

５ 令和 3 年度における取組状況等について 

  本省建設・港湾対策室において、令和 3 年度における安定所での周知等の取組状

況について、複数の労働局から聴取したところ、取組状況等は次のとおりであった。 

令和 4年度の取組の参考にしていただきたいこと。 

（１）ＣＣＵＳ制度の認知度 

  ① 安定所利用者の多数を占める中小・小規模事業者では、制度を認知しない求

人者が多かった。 

  ② 建設業勤務経験のある者を除けば、求職者にはほぼ認知されていなかった。 

（２）ＣＣＵＳ制度の周知の方法 

  ① 概ねすべての安定所において、振興基金から配付されたリーフレット（求人

者用、求職者用）を配架又は掲示により、安定所利用者に対し周知を行ってい

た。 

  ② 制度に関心を示す求人者、求職者に対しては、個別に相談窓口でリーフレッ

トを活用して説明した事例もあった。 

（３）求人者対応の事例 

  ① 制度を認知しない求人者からリーフレットの内容の照会を受け、振興基金を

紹介した事例もあった。 

  ② 希なケースとしては、制度を認知しない求人者に対し、ＣＣＵＳに登録して

いることが求職者に対するＰＲになることを説明したところ、制度に関心を示

した求人者が、その後ＣＣＵＳの登録を行った。 
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  ③ 求人票特記事項欄へＣＣＵＳ登録済みである旨を記載することを窓口で助言

した例は多数見られた。 

＜参考＞ 

ＣＣＵＳ登録済み等の記載のある求人：全国 468 件（令和 4年 3月 3日時点） 

  ④ 求人提出されている建設事業者に対し、ＣＣＵＳ周知用リーフレットを郵送

して周知を図ったほか、建設関係助成金の相談時にリーフレットを活用して周

知した事例もあった。 

（４）求職者対応の事例 

  ① 制度を認知しない求職者が多数を占める中、相談窓口で制度を説明して関心

を示す求職者もいたが少数であった。 

  ② ＣＣＵＳ登録済み求人が少ないこと、制度に関心を示す求職者が少ないこと

から、相談窓口で求職者に対し、ＣＣＵＳ登録済み求人を応募勧奨するまでに

至らない安定所がほとんどであった。 

（５）その他独自取組 

  ① 人材確保対策コーナーで開催する「建設のお仕事説明会」等の求職者支援セ

ミナーにおいて、ＣＣＵＳ制度を説明した安定所があった。 

  ② ＣＣＵＳ登録済み求人の求人票特記事項欄に、登録済みであることに加え、

「ＣＣＵＳの詳細は相談窓口で照会して下さい」と記載することを求人者に対

し助言し、当該求人票を見た求職者を窓口へ誘導する取組を試みた安定所があ

った。 

  ③ 労働局ホームページの人材確保対策コーナー案内ページ内に、振興基金が開

設しているYouTubeチャンネルをリンクする環境整備を図った労働局があった。 

  ④ 建設雇用改善推進対策会議や、建設事業主団体との意見交換の場において、

安定所におけるＣＣＵＳ制度の周知等に関する取組を紹介した労働局があった。 

 

６ 公的職業訓練受講者に対する周知について 

  令和 3 年度同様、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が

運営する建設分野の職業訓練受講者に対しても周知を行ったので承知いただきたい

こと（【別添６－１】及び【別添６－２】を参照）。 
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【担 当】 

３について 

総務課首席職業指導官室 

職業紹介第２係（内線 5779） 

 

  ３を含む全体について 

雇用開発企画課建設・港湾対策室 

建設労働係（内線 5804） 

 

 



○「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観
的に評価され、技能者の適切な処遇につなげる仕組み

○ これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、③技能
者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

○ システムは、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進

建設キャリアアップシステムの概要

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

カードの交付・現場での読取

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入等

技能者情報等の登録

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容
・施工体制 等

※システム運営:（一財）建設業振興基金＜建設キャリアアップシステムの概要＞

就
業
履
歴
を
蓄
積

ピッ！

◎ 現場を支える技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇され、働き続けられる環境づくり（働き方改革）
◎ 技能者の雇用、育成に取り組む企業の成長（生産性向上）

→ 建設業が「地域の守り手」として将来にわたり持続的な役割を担っていくために必要

技能レベルのステップアップ

別添１



【技能者の能力評価】 能力評価制度の概要

＜現場での能力・経験の蓄積＞

◎ 経験 （就業日数）
◎ 知識・技能 （保有資格）
◎ マネジメント能力
（登録基幹技能者講習・職⾧経験）

建設キャリアアップシステムに
技能者の資格と経験を蓄積 技能者の技能レベルに応じた4段階のカードを発行

高度なマネジメント
能力を有する技能
者（登録基幹技
能者等）

職⾧として現場
に従事できる技
能者

中堅技能者
（一人前の技能者）

初級技能者
（見習い）

○建設キャリアアップシステムに登録される技能者の資格と経験について能力評価を実施しています

○評価は、国土交通大臣が認定した評価基準に基づき、職種ごとの能力評価実施団体が行います

※建設技能者の能力評価制度は「建設技能者の能力評価制度に関する告示」（平成31年３月29日）及び「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」に基づき実施されます

（注１） 令和３年４月以降に技能者登録を行った建設技能者の方は、能力評価を受けるためには、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録（詳細型）を行ってあることが必要です
（注２） 評価の対象となる『就業日数』『職長・班長としての経験日数』については、建設キャリアアップシステムの利用開始前の経験について、経過的な措置として、所属事業者等による経

歴証明により確認された情報を活用することができます（経過的な措置は令和６年３月31日までに行う申請について適用されます）



［施工能力等の見える化評価］ 見える化評価制度の概要

基礎情報

建設業許可の有無

資本金

完成工事高

団体加入の有無 等

施工能力

建設キャリアアップカード保有者数

レベル3以上の技能者数の割合

29歳以下の割合、平均勤続年数

保有する建設機械の台数 等

コンプライアンス

社会保険加入の有無

処分歴の有無

コンプライアンス確保の取組 等

○ 建設キャリアアップシステムに登録・蓄積される情報や技能者の能力評価を活用し、専門工事企業の施工能力等を「見える化」

○ 技能者を雇用・育成する専門工事企業が、発注者や元請、ハローワーク等に情報発信し、受注機会や入職者確保につなげる

【見える化の項目と評価内容】

・業種ごとに選択評価内容の追加も可能

職種 ・・・・・・・・

基礎情報

施工能力

コンプライアンス

【評価結果】評価を受けた職種について
☆～☆☆☆☆の4段階で評価

（見える化ロゴマーク・バナー）



従業員を採用したい建設事業者の皆さま

の登録はお済みですか？

厚生労働省「Ｒ２建設業における雇用管理状況把握実態調査」より

Construction Career Up System

は（ ）

（2022年3月末現在）

などを目的に、

国・業界が一体となって推進しているシステムです。

全国約16万の建設事業者、約85万人の職人

さんにご登録いただいています。

 職人の適正な評価と給与の引上げ

 職人を育てる企業が評価され、

受注機会が確保される環境整備

建設現場で働く若手が求めることトップ３

第1位 週休２日制の推進

第２位 仕事が年間を通じてあること

第３位 能力や資格を反映した賃金

詳しくは裏面へ☞

別添２－１



建設キャリアアップシステム事業本部
〒105-0001東京都港区虎ノ門4-2-12虎ノ門MTビル２号館

職人のレベルを評価

レベルに応じた色のCCUSカードが職人に
交付されます。

建設キャリアアップシステムのメリットとは？

✔職人を育てると、施工能力の評価が
ＵＰし、受注機会の拡大に期待

✔建退共手続など事務作業の効率UP
✔経営事項審査での加点や総合評価で
の加点など、公共工事で評価がUP

✔施工業者・職人の評価が見えることで、
施工に対する信頼UP

Ｑ．登録手続きや利用方法について

Ｑ．施策の概要について

建設業振興基金 03-6386-3725
（https://www.ccus.jp/）

施工業者の施工能力を見える化

所属する職人のレベルや人数等に応じて、
施工業者の施工能力を★～★★★★により評価。
結果は評価団体・国交省のＨＰで公表。

ゴールドカード：●●人
シルバーカード：▲▲人

基礎情報：★ ★ ★ ★

施工能力：★ ★ ★ ★

コンプライアンス：★ ★ ★ ★

北海道開発局 建設産業課 011-709-2311
東北地方整備局 建設産業課 022-225-2171
関東地方整備局 建設産業第一課 048-601-3151
北陸地方整備局 計画・建設産業課 025-280-8880
中部地方整備局 建設産業課 052-953-8119

国土交通省 建設市場整備課 03-5253-8111(内線24857,24856)
近畿地方整備局 建設産業第一課 06-6942-1141
中国地方整備局 計画・建設産業課 082-221-9231
四国地方整備局 計画・建設産業課 087-851-8061
九州地方整備局 建設産業課 092-471-6331
沖縄総合事務局 建設産業・地方整備課 098-866-0031

（国土交通省ＨＰ）

（ＣＣＵＳ ＨＰ）

電話が混みあっており、つながりにくい場合がございます。
右記ホームページのＦＡＱ（よくあるご質問）を十分ご確認のうえ、お問い合わせフォームにより
お問い合わせください。

✔CCUSに登録している建設事業者は、
ハローワークにおいて、求職者に対する
応募勧奨の対象となることも可能

✔CCUSを積極的に活用する建設事業
者は、建設人材育成優良企業表彰の
対象となることも可能

登録するとCCUSカードが
交付されます。

システムへの登録
現場に設置されたカードリーダー
などでカードを読み取ります。

現場での読み取り 就業履歴の登録
CCUSに就業履歴が
登録されます。

(         )の仕組み

ご案内



給与(K) 
が良い

休暇(K)
が取れる

希望(K)
が持てる

建設業界が変わる!

取り組んでいます！

に向け、官民一体で

建設業界への就職を希望される皆さま

詳しくは裏面へ☞（2022年3月末現在）

新３Ｋ

新 人を大切に育てるシステムの実現を支え、３Ｋ

新 の実現に向け、 の建設事業者、

の職人さんに登録していただいています。

３Ｋ 約16万
約85万人

・ 賃金改善を推進（10年連続公共工事設計労務単価の引上げなど）

・ 職人の給与は直近6年間で約17％UP（「賃金構造基本統計調査」より2013年比）

・ 土日閉所などにより、週休２日を後押し

・ 働き方改革により、労働時間を縮減 など

（ ）

別添２－２



(         )の仕組み

CCUSに登録して、現場に設置されたカードリーダー
などにタッチするだけ‼

登録するとCCUSカードが
交付されます。

システムへの登録

現場に設置されたカード
リーダーなどでカードを

読み取ります。

現場での読み取り 就業履歴の登録

CCUSに登録された情報をもとにレベルを評価

建設キャリアアップシステム事業本部
〒105-0001東京都港区虎ノ門4-2-12虎ノ門MTビル２号館

（国土交通省ＨＰ）

Ｑ．登録手続きや利用方法について

Ｑ．施策の概要について

建設業振興基金 03-6386-3725
（https://www.ccus.jp/）

北海道開発局 建設産業課 011-709-2311
東北地方整備局 建設産業課 022-225-2171
関東地方整備局 建設産業第一課 048-601-3151
北陸地方整備局 計画・建設産業課 025-280-8880
中部地方整備局 建設産業課 052-953-8119

国土交通省 建設市場整備課 03-5253-8111(内線24857,24856)
近畿地方整備局 建設産業第一課 06-6942-1141
中国地方整備局 計画・建設産業課 082-221-9231
四国地方整備局 計画・建設産業課 087-851-8061
九州地方整備局 建設産業課 092-471-6331
沖縄総合事務局 建設産業・地方整備課 098-866-0031

（ＣＣＵＳ ＨＰ）

電話が混みあっており、つながりにくい場合がございます。
右記ホームページのＦＡＱ（よくあるご質問）を十分ご確認のうえ、お問い合わせフォームにより
お問い合わせください。

経験年数 ★年

レベル４

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

登録基幹技能者

職長経験 ★年

レベル３

職長として現場に
従事できる者

経験年数 □年

１級□□技能士

班長経験 □年

レベル２

中堅技能者
（一人前）

経験年数 ○年

○○技能講習
初級技能者
（見習い）

レベル１

CCUSに登録された就業履歴と資格によりレベルがステップアップします。

・技能と経験によりカードの色がステップアップします。
・カードのレベルに応じた賃金の支払に向けた取組が進められています。

ご案内

CCUSに就業履歴が
登録されます。




